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仕様書 

 

 件名 

みらい光生病院における福祉用具の賃貸借 

 

 目的 

名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院（以下「当院」という。）において、患者の

入退院及びリハビリ時に使用する当該用具について、メンテナンスに係るコメディカルの

業務負担を軽減することを目的としてレンタルを行う。 

 

 納品場所 

名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地 

名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院 

 

 契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

 対象品目 

メーカー 品名・規格 
概算数量 

（月間） 

概算数量 

（年間） 

ミキ 自走式車いす BAL-1 ８台 96台 

ミキ モジュール自走式車いす MEF-22 68台 816台 

ミキ マルチインナーパッド  F-15 76枚 912枚 

ミキ モジュール自走式車いす MEF-20 ３台 36台 

ミキ 
ビッグサイズ モジュール車いす自走型 

KJP-5 
４台 48台 

ミキ ノンバックブレーキ とまっティ 低床 １台 12台 

カヂ アウルREHA ハイ ４枚 48枚 

カヂ アウルREHA 3Dジャスト ６枚 72枚 

カヂ アウルREHA レギュラー 60枚 720枚 

カヂ アウルサポート バッククッション ３個 36個 

ベルモビール ロホクッション ロータイプ ２枚 24枚 

ベルモビール ロホクッション ハイタイプ ２枚 24枚 



 

2 

タイカ 
アルファプラFクッション 撥水・防水カバ

ータイプ 
１枚 12枚 

パシフィック

ウェーブ 
ジェルトロンクッション ダブルソフト １枚 12枚 

ユーキ・トレ

ーディング 
リフレックス 40×40 １個 12個 

アイソネック

ス 
FC-フィット（腰） ２個 24個 

アイソネック

ス 
FC-フィット（背） ２個 24個 

松永製作所 マイチルト・コンパクトⅡ介助式 ８台 96個 

松永製作所 マイチルト・コンパクト3D EV付 １台 12台 

ニシウラ どこでもテーブル １台 12台 

日進医療器 トレウォークスリム 17台 204台 

ユーバ産業 スライドフィットEXストッパー付き ２台 24台 

ユーバ産業 
スライドフィットEXストッパー付き 超ハ

イタイプ 
１台 12台 

竹虎 ハッピーⅡNB／ミニ／トール ４台 48台 

パラマウント

ベッド 
スイングアーム介助バー ６本 72本 

 

 ※(1)上記は、概算数量のため、貸与人は実際の納品数量に応じて当院に実数を請求を行う 

こととする。 

※(2)なお、「5 対象品目」に記載のないカタログのレンタル商品についても賃貸借の対象 

とする。 

 

 納品条件 

(1) 福祉用具の発注は当院が貸与人に原則レンタル発注書にて行う。 

(2) 貸与人は当院の指定の場所に納品すること。 

(3) 福祉用具の搬送・消毒費については本体価格に含むこと。 

 

 料金形態 

(1) 支払いは、月単位で行うものとする。貸与人は、毎月のレンタル料金を翌月10日まで

に当院に請求すること。 

(2) 貸与人は、レンタル品の納品が完了したことを当院が検査確認した後でなければ、レ

ンタル料金の支払いを請求することができない。 
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 メンテナンス体制 

(1) 原則レンタル期間12か月を目途にメンテナンスとして、消毒済みの製品と入れ替えを

行うこと。 

(2) レンタル期間が12か月未満の物品においても、汚染や故障などの場合は同機種との交

換を迅速に行うこと。 

(3) 頻繁な入れ替え（３か月以内）に伴う運搬・消毒費等が発生する場合は、事前に協議

を行うこと。 

 

 妨害又は不当要求に対する届出義務 

(1) 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な行為等で、

業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求す

る権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、

態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、

当院へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。  

(2) 受託者が前号に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前号の報告又は

被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としな

い措置を講じることがある。 

 

 その他（条件・留意点等） 

(1) 貸与商品の製品情報に基づき、商品の提案を適宜行うこと。 

(2) 貸与商品の数量について、毎月２０日頃に確認を行うこと。 

(3) 貸与品目の追加希望に対し、協議の上適宜対応を行うこと。 

(4) 本契約による業務を履行するに当たり、別記１「情報取扱注意項目」、別記２「グリ

ーン配送に関する特記仕様書」及び別記３「障害者差別解消に関する特記仕様書」を遵

守すること。 

(5) 本仕様書に定めるもののほか、名古屋市立大学契約規程その他関係法規に従うこと。 

(6) 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じたときは、当院と協議の上、解決を図

るものとする。 

 

11 本件連絡先 

  公立大学法人名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院 経営課 

  電話：052－704－9500 



情報取扱注意項目                         （別紙１） 

（基本事項） 

第 1 この契約による本学の保有する情報の取扱い（以

下「本件業務」という。）の委託を受けた者（以下

「乙」という。）は、本件業務を履行するに当たり、

情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及

び管理のために必要な措置を講じるとともに、個

人の権利利益を侵害することのないようにしなけ

ればならない。 

（関係法令等の遵守） 

第 2 乙は、本件業務を履行するに当たり、名古屋市情

報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第41号。

以下「あんしん条例」という。）、個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「保

護法」という。）、名古屋市個人情報保護条例（令

和4年名古屋市条例第56号。以下「保護条例」と

いう。）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（適正管理） 

第 3 乙は、本件業務に関して知り得た法人の保有する

情報（公立大学法人名古屋市立大学（以下「委託

者」という。）が、利用、提供、廃棄等について決

定する権限を有し、事実上当該情報を管理してい

るといえるものをいう。）の漏えい、滅失又は改ざ

んの防止その他の本学の保有する情報の適正な管

理のために必要な措置を講じなければならない。 

（機密情報の取扱いに関する特則） 

第 4 乙は、本件業務を履行するために、個人情報（保

護法第 2条第 1項に規定する個人情報をいう。以

下同じ。）を収集するときは、当該業務を履行する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によ

り収集しなければならない。 

（第三者への提供及び目的外使用の禁止） 

第 5 乙及び本件業務に従事している者又は従事して

いた者は、本学の保有する情報を正当な理由なく

第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用し

てはならない。 

2 前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場

合を含む。以下同じ。）後においても同様とする。 

（再委託の禁止又は制限等） 

第 6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三

者に委託してはならない。 

2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、本

学の保有する情報の取扱いに関し、この契約にお

いて乙が課せられている事項と同一の事項を当

該第三者に遵守させなければならない。 

3 乙は、機密情報（名古屋市情報あんしん条例施

行細則（平成16年名古屋市規則第50号）第28

条第 1項第 1号に規定する機密情報をいう。以

下同じ。）の取扱いを伴う本件業務を委託した第

三者からさらにほかの第三者に委託（以下「再々

委託」という。）させてはならない。ただし、再々

委託することにやむを得ない理由がある場合で

あって、甲が認めたときはこの限りではない。 

（複写及び複製の禁止） 

第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、本

学の保有する情報が記録された資料及び成果物

（甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又

は複製したものを含む。以下同じ。）を複写し、又

は複製してはならない。 

（情報の返却及び処分） 

第 8 乙は本学の保有する情報が記録された資料のう

ち甲から取得したものを取り扱う必要がなくなっ

たときは、その都度速やかに甲に返却しなければ

ならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限

りでない。 

 2 乙は、前項に規定する場合を除き、本学の保有

する情報を取り扱う必要がなくなったときは、そ

の都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他

の復元不可能な方法によって処分しなければな

らない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限り

でない。 

（情報の授受） 

第 9 本学の保有する情報並びに本学の保有する情報

が記録された資料及び成果物の授受は、すべて甲

の指名する職員と乙の指名する者との間において

行うものとする。 

  2  受託者は、法人の保有する情報を搬送する際に

は、漏えい、滅失又はき損が起こらないようにし

なければならない。 

（報告等） 

第 10 乙は、甲が本学の保有する情報の保護のために

実地調査をする必要があると認めたときは、これ

を拒んではならない。また、甲が本学の保有する

情報の保護について報告を求めたときは、これに

応じなければならない。 

2 乙は、本学の保有する情報の漏えい、滅失又は

改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがある

ことを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指

示に従わなければならない。 

（従事者の教育） 

第 11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あん

しん条例、あんしん条例施行細則及びこれらに基

づく諸規程を周知するなど、情報の保護に関し十

分な教育を行わなければならない。 

 2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務であ

る場合、当該業務に従事している者に対し、保護

法に規定された罰則の内容を周知しなければな

らない。 

3  乙は、本件業務に従事している者に対し、あんし

ん条例に規定された罰則の内容を周知しなけれ

ばならない。 

4 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、

本件業務に従事している者に対し、その内容並び

に守秘義務に関する事項及び本学の保有する情

報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を

（別記１）



周知しなければならない。 

（契約解除及び損害賠償等） 

第 12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると

認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じるこ

とができる。 

(1) 契約を解除すること。 

(2) 損害賠償を請求すること。 

(3)本学の保有する情報が漏えいし、市民の権利

が害されるおそれがあると認めるときは、あん

しん条例第34条第 1項の規定に基づき勧告し、

その勧告に従わなかったときは、同条第 2項の

規定に基づきその旨を公表すること。 

2 前項第2号及び第3号の規定は、契約の終了後

においても適用するものとする。 

 

（特定個人情報に関する特則） 

第 13 乙は、本件業務が特定個人情報（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番

号利用法」という。）第2条第 8項に規定する特

定個人情報をいう。以下同じ。）を取り扱う事務

である場合、あらかじめ甲の承認を得た場合を

除き、本件業務の履行場所から特定個人情報を

持ち出してはならない。 

2 乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱

う者を明確にしなければならない。なお、甲から

求めがあるときは、特定個人情報を取り扱う者に

ついて速やかに報告しなければならない。 

3 乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱

う者に対し、番号利用法その他特定個人情報の保

護に係る関係法令を周知するなど特定個人情報

の保護に関し十分な教育を行うとともに、特定個

人情報の取扱いについて監督しなければならな

い。 

4 乙は、前 3項に規定する事項のほか、番号利用

法第 2 条第 12 項に規定する個人番号利用事務実

施者としての義務を果たすこと。ただし、当該業

務が個人番号関係事務の場合は、「第2条第12項

に規定する個人番号利用事務実施者」を「第2条

第 13 項に規定する個人番号関係事務実施者」と

読み替えるものとする。 

 

（電子情報の消去に関する特則） 

第 14  乙は、甲が使用する機器の記録媒体を廃棄又は

リース（賃貸を含む。）をしている機器の記録媒体

を返却するに当たり、本件業務により当該機器の

記録媒体に記録された電子情報の消去を行う場合

は、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態に

しなければならない。 

2  乙は、前項の消去を行ったときは、電子情報を

復元不可能な方法によって消去したことを証す

る写真その他の証拠を添えた証明書等を提出し

て、甲の確認を受けなければならない。 

 



別紙5別紙2

（別記２）



（別記２） 

障害者差別解消に関する特記仕様書 

 

 （対応要領に沿った対応） 

第１条 この契約による事務事業の実施（以下「本件業務」という。）の委託を受けた者

（以下「受託者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下「法」という。）及び愛知

県障害者差別解消推進条例（平成 27 年愛知県条例第 56 号）に定めるもののほか、公

立大学法人名古屋市立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教

職員対応要領（以下「対応要領」という。）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合

理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。 

２ 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種

別の特性について十分に留意するものとする。 

 

 （対応指針に沿った対応） 

第２条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務

に係る対応指針（法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障

害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 

 

 （再委託に係る対応） 

第３条 受託者は、本件業務を第三者に委託する場合は、障害者差別解消に係る対応に

関し、この契約において受託者が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵

守させなければならない。 

 

  

（別記３）


